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1．はじめに

　近年、環境経営という言葉は日本でも定着しつつあり、大企業を中心に多くの企業が担当部署
を作りそれを実践してきている。一方で、中小零細企業などでは、必ずしも環境経営にかかる十
分な組織体制が整備されておらず十分なノウハウがない状況も見受けられる。
　環境経営とは、一般に、「企業と社会が持続可能な発展をしていくために、地球環境と調和し
た企業経営を行う」などと捉えられているが、必ずしも確立した定義があるわけではない。ただ、
「企業イメージの向上のためには利益は考えず地球にやさしい経営をすること」と捉えられてい
る場合も多く、経営環境が厳しくなってくると環境経営は後回しになるようなケースもまま見受
けられる。しかしながら、本来の環境経営は、それが企業利益の増加や技術力の向上等に結び付
くものである必要があり、そのような環境経営を行っていくことこそが、企業の持続可能な発展
と地球環境の保全を同時に可能とする。
　現代は気候変動問題をはじめとする地球規模での環境問題や新興途上国の発展を背景とした資
源・エネルギー問題などにより、企業をめぐる環境的、経済的、政策的な条件が大きく変わりつ
つある。その中でどのような環境経営を進めていけば、企業の利益の向上につなげられるのかが、
大きな課題である。特に、世界的に大幅な削減が求められている温室効果ガスの削減を今後どの
ように進めていくか、そのベースともなるエネルギーや資源の効率的な利用をどのように図って
いくかということは、今後の企業利益のひとつの鍵を握っていると言っても過言ではない。
　EUでは既に欧州排出量取引制度や国内炭素税・エネルギー税などの導入による炭素価格が企
業経営における一つの大きな判断要素のひとつとなってきている。日本においても、2012年か
らはいわゆる環境税や再生可能エネルギーの固定価格買取制度などがスタートしており、今後、
世界的な炭素価格の確立が進んでいくものと予測される。
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　本稿の目的は、特に、資源・エネルギーの効率の改善を踏まえ、また、市場における炭素価格
の動向なども踏まえ、それぞれの企業がどのような温室効果ガスの削減方策をどのような優先順
位で行っていくのが最も企業の利益に資するのかという点に関し、これまでに著者らが開発した
具体的な計算モデルを提示することにある。
　本稿の次節以降の構成は次の通りである。第２節で温室効果ガスの削減費用に関する先行研究
を整理し、第３節で提示する企業における削減費用の計算式の定式化の意義を明確にする。第３
節で環境省（2001）を参考に、個別設備の投資判断にも利用可能な温室効果ガスの削減費用計
算式を提示する。最後に第４節で本稿をまとめる。

２．温室効果ガスの削減方策とその費用計算

2.1　企業の現状と削減費用把握の必要性
　気候変動の地球規模での進行を背景に、世界各国における温室効果ガスの排出削減への取り組
みが続いており、京都議定書締結国を中心に、炭素税や排出量取引制度が検討・実施されてきた。
また、日本においても、地球温暖化対策税が導入され、また東京都などの自治体規模で排出量取
引制度が導入されるなど、その機運が高まりつつある。このような国内外の状況を背景として、
日本の企業においても、温室効果ガスの排出削減にかかる費用に対する関心が高まっており、温
室効果ガスを削減することにより生じる費用または便益を可視化するための様々な試みが行われ
てきた。
　温室効果ガスの削減費用については、これまで環境経済学の分野において限界削減費用に関す
る多くの推計が行われ、環境会計の分野においても環境保全のための費用とその活動により得ら
れた効果を測定・公表するための体制が整備されてきた。
　他方、実際に企業は削減費用をどのように計算しているのだろうか。企業における温室効果ガ
スの削減費用の計算の現状を明らかにすることを目的として、著者らは 2009年度および 2010

年度にアンケート調査を実施した 1。
　2009年度調査では、環境会計を実際に導入している、または導入している可能性の高い企業
800社に調査票を郵送し、179社から回答を得た。2010年度調査では東証および大証の上場企
業 2328社に調査票を郵送し、374社から回答を得た。これらのアンケート調査の結果は、以下
のことが明らかとなった。
　まず温室効果ガスの削減費用について、2010年度の時点で、4割近くの企業が把握しておらず、
その理由として、削減費用の計算を検討したことがない、また計算を検討している場合でも、計
算作業が繁雑、あるいは計算方法が分からないということであることが明らかとなった。
　削減費用を計算している企業においては、会社全体であるいは事業所ごとに把握している企業
が多い一方で、個別設備ごとに把握している企業は少ない。実際の算出の際、温室効果ガス 1ト
ンあたりの削減費用を算出している企業は多いものの、排出削減にともなう省エネルギー分を加
味して算出している企業は少数である。複合設備における環境負荷削減費用の判断については、
自社で定められた客観的な基準で判断しているケースがある一方で、担当者が経験的・直感的に
判断しているケースも見られる。削減費用を計算する動機については、企業外部の利害関係者に
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伝達する目的・企業内部の意思決定プロセスに用いる目的ともに重視されているが、排出削減と
削減クレジット購入を比較検討する段階には至っていない。
　以上のアンケート調査の結果のとおり、多くの企業が削減費用の計算を実施しておらず、また
削減費用の計算を実施している企業においても自社で温室効果ガスの削減費用の計算式を確立し
ている企業は少ないことが明らかとなっており、企業自身による排出削減費用の把握が可能な統
一された計算式の定式化が社会的に求められている状況にある。

2.2　削減費用把握の考え方
　温室効果ガスの排出削減が国際的な政策課題として認知されている今日において、その対策に
かかる費用または便益を可視化するための様々な試みが行われている。以下では、環境経済学に
おける限界削減費用アプローチならびに環境会計における取り組みを概観する。

2.2.1　限界削減費用アプローチ
　環境経済学では限界削減費用アプローチがよく用いられているが、それらはほとんどの場合、
企業の温室効果ガスの削減投資の判断の手法としてではなく、国や地方自治体の政策分析を目的
として利用・研究がなされている。以下では限界削減費用に関するこれらの成果を、①定義 お
よび ②推計方法 の側面から簡単に整理する。

（1）限界削減費用とは
　温室効果ガスの限界削減費用とは、一般に「温室効果ガスの排出量を追加的に削減するために
必要な費用」と定義されている。しかし、より具体的な限界削減費用の定式化の方法は様々であ
る（Klepper & Peterson, 2006）。その定義の方法を分類するならば、大きく二つに分けること
ができる。一つは、生産水準の増減を明示的に考慮せずに排出削減を実現するために必要となる
追加的費用とするものであり、欧州委員会の PRIMES モデルによる分析（Capros, 

Kouvaritakis, & Mantzos, 2001）、日本エネルギー経済研究所の IEEJモデルによる分析などで
採用されている。もう一つの定義の方法は、温室効果ガスの排出を追加的一単位削減することに
よる利潤の減少分とするものであり、マサチューセッツ工科大学の EPPAモデルによる分析、
Ellerman & Decaux（1998）、McKitrick（1999）、Klepper & Peterson（2006）、清野・新保（2007）
などで採用されている。また限界削減費用を排出の「影の価格」（shadow price）として定義す
る場合も多い 2。
　次節で提示する企業の温室効果ガスの削減投資の判断の手法としての削減費用式は、前者のア
プローチに近く、サービスの生産水準を一定としたもとで温室効果ガスを 1単位削減するために
必要な費用を計算している。

（2）推計方法
　限界削減費用の推計方法についても様々な方法が提案されている。それらはトップダウン分析
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2　 排出の「影の価格」とは、排出制約が限界的に厳しくなった場合により生じる費用の増加分又は利潤の減
少分である。「影の価格」に関する詳しい説明は、例えば Pittman (1981), Klepper & Peterson (2006)な
どを参照されたい。
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とボトムアップ（積み上げ型）分析に大きく分類できる 3。以下では、これらの手法について概
観する。
　まず、トップダウン分析とは、マクロデータを用いて外生変数を推計することにより削減費用
を求める手法である。その分析実績は数多くあり、大阪大学の伴モデル（Ban, 1992）、米国バテ
ル研究所の SGM（Edmonds, Pitcher, Barns, & Baron, 1995）、東京大学の GDMEEM（Goto, 

1995）、マサチューセッツ工科大学の EPPA（Ellerman & Decaux, 1998）、EUの PRIMES

（Capros, Kouvaritakis, & Mantzos, 2001）、東京理科大学のMARIA（Mori, 2003）、キール世
界経済研究所の DART（Klepper & Peterson, 2003）、国立環境研究所の AIM/CGE（Kanimura, 

Matsuoka, & Morita（1999）、Masui（2004））、OECDの GREEN、米国パデュー大学の
GTAP、Nordhausの DICE、Manneと RichelsのMERGEなどがある 4。
　他方、ボトムアップ分析は個別のミクロデータを積み上げて推計を行う分析手法であり、EU

の分析（Hendriks, et al., 2001、環境省（2001）、Kaimura, Matsuoka, & Morita 2002）、国立
環境研究所の AIM/Enduse（Hanaoka, Akashi, Kanamori, & Kainuma 2009）などにおいてボ
トムアップ分析に基づく推計が行われている 5。
　次節で提示する企業の温室効果ガスの削減投資の判断の手法としての削減費用式は、上記のう
ち後者のボトムアップ分析のアプローチに従った削減費用の計算方法として分類される。

2.2.2　環境会計
　上記の限界削減費用の推計方法は、トップダウン分析・ボトムアップ分析ともに、将来におい
て温室効果ガスをある目標値まで削減したと仮定した場合にかかる限界削減費用を算出したもの
である。一方で、企業自身による温室効果ガスの排出削減にかかる現在の費用および効果の把握
については、環境会計における取り組みが進められてきている。
　環境会計の分野においては、企業の環境対策に関する意思決定を支援するための様々な手法が
提案されている。例えばアメリカ環境保護庁（EPA）は 1992年から「環境会計計画」を実施し、
その取り組みを通じてトータルコストアセスメント手法を開発・提案している。国際連合持続可
能開発部（2001）でも環境管理会計手法の開発と普及に努めている。また、日本においては、
環境省（2005）が「環境会計ガイドライン」を、経済産業省（2002）が「環境管理会計手法ワー
クブック」を提供しており、環境会計の手法開発を進めている 6。
　環境会計の機能は、環境保全のための費用とその活動により得られた効果について企業外部の
利害関係者に伝達する外部機能、ならびに、それらを企業内部の意思決定プロセスに用いる内部
機能に分けられ、「環境会計ガイドライン」は外部機能、「環境管理会計手法ワークブック」は内
部機能に着目した方針と位置付けられる。
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3　 それぞれ一長一短があり、トップダウン分析では限界削減費用を過大評価する傾向にあり、ボトムアップ
分析では過小評価する傾向にあることが指摘されている（Grubb, 1993）。

4　 またトップダウン分析とボトムアップ分析の折衷型として、地球環境産業技術研究機構の DNE21+など
がある。また限界削減費用計算モデルに関して整理したものとして、環境省（2001）、岡ほか（2002）、
一方井（2008）第 2章などがある。

5　 その他 NOx、SOx に関しては、例えば Karvosenoja & Johansson（2003）、Vijay, Decarolis, & 
Srivastava（2010）などがある。

6　 その他の主要な文献として、国際会計士連盟（2005）などがある。また、環境管理会計に関する近年の
入門書として例えば國部（2007）がある。
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　次節で提示する企業の温室効果ガスの削減投資の判断の手法としての削減費用式もまた、環境
会計の一手法ととらえることができ、「外部機能」と「内部機能」の双方の機能を持つと考えら
れるが、特に後者の「内部機能」を重視した手法となっている。

（1）環境会計ガイドライン
　「環境会計ガイドライン」は環境会計の構成要素を、「環境保全コスト」（貨幣単位）、「環境保
全効果」（物量単位）、「環境保全対策にともなう経済効果」（貨幣単位）に分類している。温室効
果ガスの排出削減に関連する項目としては、「環境保全コスト」では地球温暖化対策に関するコ
ストを、「環境保全効果」では温室効果ガス排出量（t-CO2）を、「環境保全対策にともなう経済
効果」では省エネルギーによるエネルギー節約分をそれぞれ記している。
　環境会計のそれぞれの構成要素をどのように集計するかについて、「環境保全コスト」では、
エンドオブパイプ設備のように直接識別できる場合は当該額をそのまま計上できるとする一方
で、生産目的と環境負荷削減目的が一体となっている複合設備のように直接識別できない場合は、
差額集計、合理的基準による按分集計、簡便な基準による按分集計という優先順位によっていず
れかの方法で集計するとしている。
　「環境保全効果」は基準期間の環境負荷量と当期の環境負荷量の差として算定され、基準期間
は原則として前期と設定している。なお、基準期間と当期との間で事業活動量に大きな差があっ
た場合、事業活動量の増減によって基準期間の環境負荷量等を調整し、調整後の値と当期の環境
負荷量との差を算定する方法を提示している。
　「環境保全対策にともなう経済効果」についても、基準期間における費用と当期における費用
の差を算定し、それを環境保全活動を実施した結果として当期において発生が回避された費用と
して見なすとしている。また、基準期間と当期との間で事業活動量に大きな差があった場合、上
記と同様に、事業活動量の増減によって基準期間の費用を調整し、調整後の値と当期の費用との
差を算定する方法を提示している。

（2）環境管理会計手法ワークブック
　「環境管理会計手法ワークブック」では、中長期的な環境目標を達成するための手段として環
境改善活動と環境設備投資の 2つをあげている。そして、後者の環境設備投資の意思決定に対し
て必要な情報を提供するアプローチの一つに環境配慮型設備投資決定手法を提示があり、その意
思決定の評価軸として経済性および効果性の 2つをあげている。
　経済性を評価する際には、初期投資額・設備運用コスト・設備の経済寿命・設備の廃棄費用に
関する財務データが必要とされ、経済性を評価する方法例として、既存設備をそのまま使い続け
た場合に予想される資本投資額・運用にかかる費用の見積額と新たに設備投資を実行した場合の
資本投資額・運用にかかる費用を比較する方法が挙げられている。
　また、効果性については、その評価指標がそれぞれの環境目標によって異なり、温室効果ガス
の排出削減のための環境設備投資を行う場合には、温室効果ガスの排出削減量が効果性の評価指
標とされる。具体的には、燃料・電気・熱の使用量を把握し、排出係数を用いて温室効果ガスの
排出量を算定した後、現在検討中の環境設備投資について年間にかかる費用および排出削減量を
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見積もることで、温室効果ガスの排出削減という目標に対するコストパフォーマンスを評価する
ことで、その設備の採用可否を検討することになる。

　「環境会計ガイドライン」は環境会計の外部機能、「環境管理会計手法ワークブック」は内部機
能に主眼が置かれているという差違はあるものの、環境保全対策にかかる費用およびその効果を
把握・算出するという点で共通した取り組みである。加えて、双方とも、本来生産や物流などを
目的とする設備のなかに環境負荷を低減する設備を組み込んだ複合設備についてその環境保全対
策費用を算定する場合には、本来の目的に充てられる設備費用の部分と環境負荷低減のための設
備費用の部分を分離する必要性を論じている点でも共通している。
　「環境管理会計手法ワークブック」では、複合設備の構造が単純な場合には、構成するアイテ
ムごとに、環境負荷低減のために必要性が高いかそうでないかによって環境設備部分と非環境設
備部分とに分けることができるが、設備構造が複雑になると上記のアイテムごとの区分が難しく
なり、その場合には、設備費用額をいったん集計したうえで適切な按分係数を用いて環境設備部
分と非環境設備部分に区分する方法を提示している。
　按分係数について、「環境会計ガイドライン」では、支出目的による合理的な按分基準を定め
て按分集計することを求めているが、そのような合理的基準による按分集計ができない場合は、
簡便な按分係数として 0%・10%・50%・100%のように一定割合を集計すべき額として見なす
ことを定めている。
　しかし、簡便な按分係数は客観的に定めることが難しく、担当者の経験的・直感的な判断に委
ねられる場合が多い。また、これらの按分係数は環境負荷低減目的が含まれる設備投資にかかる
費用全体に対して乗じるものであるため、複合設備投資について、その初期投資額における環境
負荷低減目的のための費用を算出する際には按分係数の多寡によってその算出額が大きく左右さ
れるおそれがある。

３．温室効果ガスの削減費用計算

　上記の事情を踏まえ、一方井ほか（2009）では個別企業の経営判断に資することを目的とし
た温室効果ガス削減費用計算式の提案を行っている。この報告書で提示された計算式の特徴とし
て、削減対策費用を算出する際に、設備投資費用を削減対策費用とそれ以外の費用に按分するた
めの係数を用いていることがある。この方法による削減費用計算の問題は、削減対策費用を抽出
するための按分係数を客観的に算定することが困難であり、按分係数の値の決定は当事者の経験・
主観に頼らざるを得ないことがある。その結果、按分係数が企業の事情により恣意的に決定され
ても、それを客観的に検証できない可能性が大きい。それに対して、本稿では上記のような客観
的な算定の難しい按分係数を利用しない、合理的な削減費用の計算式を提案する。次節で、一方
井ほか（2009）で提案された計算式を簡単に紹介した後、按分係数を用いない削減費用の計算
式の提案を行う。
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3.1　一方井ほか（2009）における温室効果ガス削減費用の計算式
　一方井ほか（2009）において、企業における温室効果ガスの削減費用の実用的な計算モデル
の提案を行った。計算モデルは以下の通りである。

A=
α×Cdep+ Crun－M

R

上式において、Aは個別設備の CO2の削減費用、Mは、その設備による BaU比の年間エネルギー
節約効果、Rはその設備による BaU比の年間 CO2排出削減量を表す。Cdepは個別設備の初期投
資費用の年価を表しており、以下のように定義される。

Cdep=
I
T

 

ここで、Iは個別設備の初期投資費用の年価、Tは個別設備の耐用年数をあらわす。また、Crun

は設備の年間人件費・維持管理費用を表しているが、この中にはエネルギー使用量は含まれてい
ない。最後に、αは個別設備への投資総額のうち CO2削減に対する費用の割合を表す按分係数
であり、0以上 1以下の値をとる。
　上記の削減費用の計算式の定式化の問題点は、この按分係数αを客観的・理論整合的に定める
方法が存在せず、計算を行う当事者の主観的な判断・基準に頼らざるを得ない、という点であっ
た。そこで次節において、この問題を改善した削減費用計算式を提案する。

3.2　削減費用計算式
　本稿で提示する削減費用計算式は、以下の通りである。

A=
( － ) + ( － ) + ( － )

－
（1）

　温室効果ガスを追加的に 1トン削減するのにかかる費用（以下、削減費用）Aは、設備投資の
初期費用（年価）、年間維持管理費用、年間エネルギー費用のそれぞれについて温室効果ガスの
排出削減のために導入を検討している設備（以下、新規設備）を導入した場合と代替的な標準的
設備（以下、基準設備）を導入した場合とで差をとったものの総和をそれぞれの設備の導入によ
り生じる温室効果ガスの年間排出量の差で除することで求められる。言い換えると、温室効果ガ
スの削減費用を計算することは、新規設備の導入後と基準設備の導入後を比較することを意味し
ており、維持管理費用（R）、エネルギー費用（F）、温室効果ガス排出量（G）の両者の差として
表される。(1)式では、新規設備導入後の状態を表す添字を N、基準設備導入後の状態を表す添
字を Oとしている。
　ここで提示した削減費用計算式（1）により計算される値が合理的な意味を持つため、本稿で
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は以下の点を前提とする。
　①　 現在利用中の設備の継続利用の是非を検討する目的で計算式を用いることはできない。

従って計算式は、現在利用中の設備が老朽化するなどにより、設備更新は行うことが決定
している場合に用いる。

　②　 設備更新によって生産規模は変わらないことを前提としており、設備更新による生産規模
の増強・縮減の効果を検討する目的で計算式を用いることはできない。

　次節で（1）式で現れる各項について詳細に述べる。

3.3　削減費用計算に用いられる値
3.3.1　設備の設備能力比
　前節で示した通り、本稿において設備更新によって生産規模が変わらないことを前提としてい
るため、導入の比較対象となる設備の間で設備能力を等しくそろえる必要がある。例えば、基準
設備となるボイラーの蒸気発生量が 100kg/hであるのに対して、新規設備となるボイラーの蒸気
発生量が 200kg/hであるとき、新規設備となるボイラー 1台の導入は、基準設備となるボイラー
2台と置き換えられることとなる。基準設備と新規設備の間のこのような設備能力の違いを明示
するため、設備能力比を以下のように表す。

q =（新規設備の設備能力）÷（基準設備の設備能力） （2）

ここで設備能力とは、先のボイラーの例では蒸気発生量である。ボイラーの例では、（2）式は、
新規設備 1台の蒸気発生量は基準設備何台分の蒸気発生量に対応しているかを表している。

3.3.2　初期費用年価
　新規設備の初期費用年価（すなわち新規設備に投資した場合の初期費用の年価）DN及び基準
設備の初期費用年価（基準設備に投資した場合の初期費用の年価）DOは下記で表わされる。

D =
1－(1+ )－ I  （3）

D =
1－(1+ )－ I （4）

　INは新規設備の初期費用総額、IOは基準設備の初期費用総額、TNは新規設備の耐用年数、TO

は基準設備の耐用年数、rは社会的割引率である。
　本講では計算の簡便さを優先して社会的割引率は 0とみなして計算することとする。この場合、
（3）式及び（4）式は下記のように単純化できる。

D =  （5）
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D =  （6）

　（5）式より、新規設備の初期費用年価（DN）は、新規設備の投資総額を耐用年数で除したもの
として求められることを意味している。同様に、（6）式より、基準設備の初期費用年価（DO）は、
基準設備の投資総額を耐用年数で除したものとして求められることを意味している。
　（5）式と（6）式を計算する際に必要となる値を設定する際の注意事項は以下の通りである。

（１）初期費用総額（I）
　まず、新規設備の初期費用総額（IN）には設備費そのものとともに設備の稼働までにかかる工
事費等も含めて設定する。ただし例えば、LED灯設置に伴う OAコンフォートの交換工事費の
ように、付随する工事費が次回以降の初期費用総額も低減する場合は、算出される削減費用は過
大となることに注意する必要がある。反対に、工事費用を初期費用総額に含めない場合は、削減
費用は過少となる。
　基準設備の初期費用総額（IO）についても、新規設備の初期費用総額と同様の方法で設定する。
ただし、基準設備の初期費用総額を設定する際には、過去の実績をそのまま利用せず、今後基準
設備を導入した場合の初期費用総額として設定するように気を付ける。また、太陽光発電や採光
天窓などのように既存の設備が存在しない新規設備の導入する場合は、基準設備として既存の設
備を採用し（すなわち基準設備は存在しないとし）、初期費用総額は 0であると想定すれば計算
は容易となる。

（２）耐用年数（T）
　新規設備の耐用年数（TN）については、新規設備を仮に導入するとした場合の設備運用期間
がある程度正確に予測できる場合はその期間を耐用年数とする。もし、新規設備の運用期間の予
測が困難な場合は、カタログ値を用いる。それも困難な場合は、設備の法定耐用年数を代用する
などして、耐用年数を設定する。ただし、初期費用総額が 0である場合は、耐用年数を 1に設定
する。これは、設備の初期費用総額（IN）が 0である場合においても、初期費用年価（DN）を
計算できるようにするためという技術的理由からである。
　基準設備の耐用年数（IO）についても、新規設備の耐用年数と同様の方法で設定する。ただし、
基準設備の耐用年数を設定する際には、過去の実績をそのまま利用せず、今後基準設備を導入し
た場合の耐用年数として設定するように気を付ける。
　以上の表記を用いると、新規設備と基準設備の初期費用年価の差額は、以下のように表すこと
ができる。

－

ここで第 2項に現れる qは、新規設備と基準設備の設備能力が同等となるように基準設備の台数
を調整する役割を果たしている。
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■数値例
　以下で提示するすべての数値例において、老朽化した既存のボイラーの更新設備として、既存
設備と同等の能力を持つボイラー（基準設備）を導入すべきか、温室効果ガス削減効果の高い高
効率ボイラー（新規設備）を導入すべきかを判断をする上での温室効果ガスの削減費用を計算す
る事案を考える。この事案においての基準設備と新規設備の詳細は、以下表の通りとする。

項目 基準設備（１台当り） 新規設備（１台当り）

初期費用（総額） 1000万円 2000万円 

耐用年数 10年  10年  

維持管理費用 200万円 400万円 

重油使用量 200 kl/年 100 kl/年 

蒸気発生量 100 kg/h 200 kg/h

また、重油価格と排出係数は、それぞれ以下の表の通りとする。

項目 値

重油価格 4万円 

排出係数 2 CO2-t/kWh 

上表より、初期費用（年価）の差額は以下のように計算される。

項目 記号 値

新規設備（１台当り）の初期費用総額 2000万円
新規設備（１台当り）の耐用年数 10年
新規設備（１台当り）の初期費用年価 200万円／年
基準設備（１台当り）の初期費用総額 1000万円
基準設備（１台当り）の耐用年数 10年
基準設備（１台当り）の初期費用年価 100万円／年
新規設備（１台当り）の蒸気発生量 200 kg/h

基準設備（１台当り）の蒸気発生量 100 kg/h

設備能力比 2

初期費用年価の差額 0万円／年

IN

TN

DN

IO

TO

DO

－
－
q

DN－qDO

3.3.3　維持管理費用
　新規設備導入後の年間維持管理費用（RN）、基準設備導入後の年間維持管理費用（RO）は、当
設備の運転に必要な年間人件費ならびに年間メンテナンス費用が含まれる。なお、基準設備の維
持管理費用を設定する際には、過去の実績をそのまま利用せず、今後基準設備を導入した場合の
値を用いるように気を付ける。

－ 26 －



温室効果ガスの削減費用の計算方法（一方井・栗田・堀）

－ 27 －

　以上の表記を用いると、新規設備と基準設備の維持管理費用の差額は、以下のように表すこと
ができる。

－  

ここで第 2項に現れる qは、新規設備と基準設備の設備能力が同等となるように基準設備の台数
を調整する役割を果たしている。

■数値例
　新規設備（１台当り）の維持管理費用と基準設備（１台当り）の維持管理費用が与えられた下
で、維持管理費用の差額は下表の通り計算することができる。

項目 記号 値

新規設備（１台当り）の維持管理費用  400万円 

基準設備（１台当り）の維持管理費用  200万円 

設備能力比  2 

維持管理費用の差額 0万円／年

RN

RO

q

RN – qRO

3.3.4　エネルギー費用
　新規設備導入後の年間エネルギー費用（FN）、基準設備導入後の年間エネルギー費用（FO）は
下記で表わされる。

F =Σ
∈Ω

 

ΣF =
∈Ω

 

　PEiはエネルギー iの価格、ENiは新規設備導入後におけるエネルギー iの年間使用量、EOiは
基準設備導入後におけるエネルギー iの年間使用量、Ωはエネルギーの種類に関する添字集合を
表わしている。設備の運転にあたっては燃料・電気・熱など様々なエネルギーの使用が考えられ
るため、エネルギー使用量を表わす単位はエネルギーの種類に応じてℓ、kWh、㎥等となる。
　基準設備のエネルギー費用の算出の際も維持管理費用の場合と同様、過去の実績をそのまま利
用せず、現在や予測する将来のエネルギー単価を用いるなど、今後基準設備を導入した場合に予
測されるエネルギー費用を算出するよう注意する。
　以上の表記を用いると、新規設備と基準設備のエネルギー費用の差額は、以下のように表すこ
とができる。
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ここで第二項に現れる qは、新規設備と基準設備の設備能力が同等となるように基準設備の台数
を調整する役割を果たしている。
　新規設備導入後のエネルギー費用（FN）が基準設備導入後のエネルギー費用（FO）を下回る
とき、（FN－ qFO）は負の値をとり、その値は対策を実施したことによるエネルギー費用の節約
額と見なされる。
　なお、太陽光発電や採光天窓などのように既存の設備が存在しない新規設備の導入する場合で、
基準設備は存在しないとした場合は、新規設備と基準設備のエネルギー費用の差額として、太陽
光発電や採光天窓などの導入により得られると予測されるエネルギー費用の削減額を計上する。

■数値例
　新規設備（１台当り）と基準設備（１台当り）のエネルギー使用量及び重油価格が与えられた
下で、エネルギー費用の差額は下表の通り計算することができる。

新規設備（1台当り）のエネルギー使用量
基準設備（1台当り）のエネルギー使用量
重油価格
新規設備（1台当り）のエネルギー費用
基準設備（1台当り）のエネルギー費用
設備能力比
エネルギー費用の差額

項目 記号 値

100 kl／年
200 kl／年
4万円／kl

400万円／年
800万円／年
2

1200万円／年

EN

EO

PE

FN

FO

q

FN − qFO

3.3.5　温室効果ガスの排出量
　基準設備導入後の年間温室効果ガス排出量（GO）、新規設備導入後の年間温室効果ガス排出量
（GN）は下記で表わされる。

ΣG
Ω

ΣG
Ω

ここで、Uiはエネルギー iの排出係数を表わしている。
　基準設備の排出量の算出の際も維持管理費用やエネルギー費用を算出した場合と同様に、過去
の実績をそのまま利用せず、現在や予測する将来の排出係数を用いるなど、今後基準設備を導入
した場合に予測される排出量を算出するよう注意する。
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　以上の表記を用いると、基準設備導入の場合と比較した新規設備導入による排出削減量は、以
下のように表すことができる。

　ここで第 2項に現れる qは、新規設備と基準設備の設備能力が同等となるように基準設備の台
数を調整する役割を果たしている。
　なお、新規設備導入後の排出量（GN）が基準設備導入後の排出量（GO）を下回る場合に温室
効果ガス削減量（qGO－ GN）は正の値をとるが、上回る場合は削減量は負の値をとり、その設
備投資によって排出量が増加することを意味する。その場合、削減費用（A）の解釈に混乱が困
難となるため、排出量の増加をもたらす設備投資は削減費用の計算対象に含めないこととする。
また、太陽光発電や採光天窓などのように既存の設備が存在しない新規設備の導入する場合で、
基準設備は存在しないとした場合は、温室効果ガス削減量として、太陽光発電や採光天窓などの
導入により得られると予測される温室効果ガス削減量を計上する。

■数値例
　新規設備（１台当り）と基準設備（１台当り）のエネルギー使用量及び重油の排出係数が与え
られた下で、排出削減量は下表の通り計算することができる。

新規設備（1台当り）のエネルギー使用量
基準設備（1台当り）のエネルギー使用量
重油の排出係数
新規設備（1台当り）の排出量
基準設備（1台当り）の排出量
設備能力比
排出削減量

項目 記号 値
100 kl／年
200 kl／年
2 CO2-t／kl

200 kl／年
400 kl／年
2

600 CO2-t／年

EN

EO

U

GN

GO

q

qGO − GN

　これまでの数値例で得た結果をまとめると、削減費用は下表の通り計算することができる。

項目 記号 値

初期費用年価の差額
維持管理費用の差額
エネルギー費用の差額
排出削減量

CO2 削減費用

0万円／年
0万円／年
1200万円／年
600 CO2-t／年
-2万円／CO2-t

DN − qDO

RN − qRO

FN − qFO

qGO − GN

FN − qFO
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3.4　削減費用計算式と排出価格
　（1）式は、主に温室効果ガスの排出削減を目的とした設備を新たに設置するのにかかる費用を
その導入による削減量で除することで、温室効果ガス削減 1トン当たりの費用を算出したもので
ある。(1)式のこの意味を環境税や排出取引制度との関連でもう少し詳しく見るため、仮に、企
業活動における温室効果ガスの排出に対して環境税あるいは排出量取引制度が課せられた場合、
1トン当たりの税率あるいは排出クレジット価格（PGHG）と削減費用（A）との比較することで
どのような判断が可能となるかを考える。

P A （7）

　ここで排出削減量（qGO－ GN）が正ならば削減費用式（1）より、（7）式は以下のように書き改
めることができる。

q( + + + P ) + + + P  （8）

（8）式の左辺は基準設備を導入した場合にかかる環境税あるいは許可証の費用負担を含めた総費
用を表し、右辺は新規設備を導入した場合にかかる総費用を表す。そこで、削減費用（A）が環
境税・許可証の費用負担（PGHG）より小さな値となるとき、排出量が大きく、環境税・許可証
の費用負担がより大きい基準設備を導入するより、排出量の小さく、環境税・許可証の費用負担
がより小さい新規設備を導入する方が総費用は小さくなることが分かる。

４．まとめ

　現状においては、多くの企業が削減費用の計算を実施しておらず、また削減費用の計算を実施
している企業においても自社で温室効果ガスの削減費用の計算式を確立している企業は少ない。
このような現状を踏まえ、一方井ほか（2009）では、企業自身による排出削減費用の把握が可
能な計算式を提示している。しかしながら、一方井ほか（2009）において提示された削減費用
計算式は、削減対策費用を算出する際に、設備投資費用を削減対策費用とそれ以外の費用に按分
するための係数を用いている。この按分係数は、客観的に算定することが困難であり、その値の
決定は当事者の経験・主観に頼らざるを得ない。その結果、按分係数が企業の事情により恣意的
に按分係数の値が決定される可能性があり、またそれを客観的に検証することは困難であるとい
う問題があった。そこで本稿では、一方井ほか（2009）で用いられている客観的な算定の難し
い按分係数を利用しない削減費用計算式を提示した。
　前節の末尾で示したとおり、この削減費用計算式は、排出取引制度が導入され正の排出価格が
ついている状況でも、排出価格との比較により企業の合理的な判断を可能とするものである。し
かしながら、本稿で提示した削減費用計算式から得られる値が合理的な意味を持つには、3.2節
で挙げた前提が求められる点に注意する必要がある。削減費用計算式を用いる上でのこれらの制
限をどのように除去し、また対処するかについては、今後の課題としたい。
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